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ひ
と
り
親
家
庭
支
援
制
度

ひ
と
り
親
家
庭
支
援
制

ひ
と
り
親
家
庭
支
援
制
度度

 　

医
療
保
険
の
自
己
負
担
す
べ
き

額
か
ら
一
部
負
担
金
を
控
除
し
た

額
を
助
成
し
ま
す
。

 

次
の
い
ず
れ
か
の
状
態
に
あ
る

方▽
ひ
と
り
親
家
庭
等
の
母
ま
た
は

父
お
よ
び
児
童

▽
両
親
が
い
な
い
児
童
な
ど
の
養

育
者
お
よ
び
そ
の
児
童

  

次
の
い
ず
れ
か
の
状
態
に
あ
る

児
童
を
養
育
し
て
い
る
方

▽
父
母
が
離
婚
し
た
児
童

▽
父
ま
た
は
母
が
死
亡
し
た
児
童

▽
父
ま
た
は
母
が
生
死
不
明
で
あ

る
児
童

▽
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
生
ま
れ
た

児
童
な
ど

■
手
当
額
②
＝
児
童
１
人
に
つ

き
、月
額
１
万
３
千　

円（
児
童
に

５００

障
が
い
が
あ
る
場
合
は
加
算
あ
り
）

③
＝
月
額
４
万
３
千　

円
～
１
万

１６０

　

円
（
児
童
２
人
目
１
万　

円
～

１８０

１９０

ひ
と
り
親
家
庭
等

医
療
費
助
成

①対

児
童
育
成
手
当

②
児
童
扶
養
手
当

③対

５
千　

円
、
３
人
目
か
ら
１
人
に

１００

つ
き
６
千　

円
～
３
千　

円
を
加

１１０

６０

算
）

 　

ひ
と
り
親
家
庭
が
、
一
時
的
な

理
由
で
お
困
り
の
と
き
に
、
育
児

や
家
事
な
ど
を
行
う
ホ
ー
ム
ヘ
ル

パ
ー
を
派
遣
し
ま
す
。

 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

▽
ひ
と
り
親
家
庭
と
な
っ
て
か
ら

２
年
以
内
の
家
庭

▽
技
能
習
得
の
た
め
、
職
業
能
力

開
発
セ
ン
タ
ー
等
に
通
学
し
て
い

る
場
合

▽
就
職
活
動
等
、
自
立
促
進
に
必

要
と
認
め
ら
れ
る
場
合

▽
疾
病
、
出
産
、
看
護
、
事
故
、

災
害
、
冠
婚
葬
祭
、
学
校
等
の
公

的
行
事
へ
の
参
加
の
場
合

▽
乳
幼
児
ま
た
は
小
学
校
に
就
学

す
る
児
童
が
い
る
家
庭
で
、
就
業

の
事
情
に
よ
り
支
援
が
必
要
な
場

合■
援
助
内
容
子
ど
も
の
世
話
、
食

事
の
世
話
、
掃
除
、
洗
濯
、
整
理

整
と
ん
な
ど

 

所
得
に
よ
り
費
用
の
負
担
が
必

ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ

サ
ー
ビ
ス

④対￥

要
な
場
合
が
あ
り
ま
す

 　

ひ
と
り
親
家
庭
の
生
活
の
安
定

を
図
る
た
め
の
貸
し
付
け
制
度
で

す
。

 

都
内
在
住
（
６
か
月
以
上
）で
、

　

歳
未
満
の
子
を
扶
養
し
て
い
る

２０ひ
と
り
親
家
庭
の
母
ま
た
は
父

■
貸
付
金
の
種
類
事
業
開
始
資

金
、
事
業
継
続
資
金
、
修
学
資
金
、

就
学
支
度
資
金
、
修
業
資
金
、
就

職
支
度
資
金
、
住
宅
資
金
、
結
婚

資
金
な
ど

■
償
還
方
法
償
還
期
間
は
、
３
～

　

年
で
す
が
、
貸
付
金
の
種
類
に

２０よ
り
異
な
り
ま
す

 
【
母
子
家
庭
及
び

　

父
子
家
庭
自
立
支
援

　

教
育
訓
練
給
付
金
】

　

ひ
と
り
親
家
庭
の
母
ま
た
は
父

が
、
就
業
に
際
し
必
要
な
教
育
訓

練
講
座
を
受
講
し
た
場
合
に
受
講

費
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

 
　

歳
未
満
の
児
童
を
扶
養
し
て

２０
い
る
母
ま
た
は
父
で
、
次
の
す
べ

て
の
要
件
を
満
た
す
方

▽
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い

る
か
、
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
要

件
と
同
等
の
所
得
水
準
の
方

▽
当
該
講
座
の
受
講
が
就
業
の
た

め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
方

▽
過
去
に
本
給
付
金
の
支
給
を
受

母
子
及
び
父
子

福
祉
資
金

⑤対

母
子
家
庭
及
び

父
子
家
庭

自
立
支
援
給
付
金

⑥対

け
て
い
な
い
方

【
母
子
家
庭
及
び

　

父
子
家
庭
高
等
職
業
訓
練

　

促
進
給
付
金
】

　

ひ
と
り
親
家
庭
の
母
ま
た
は
父

が
、
就
職
す
る
際
に
有
利
で
あ

り
、
か
つ
生
活
の
安
定
に
資
す
る

国
家
資
格
（
准
看
護
師
を
含
む
）

を
取
得
す
る
た
め
の
養
成
機
関
で

の
一
定
の
受
講
期
間
、
生
活
費
の

負
担
軽
減
の
た
め
支
給
し
ま
す
。

 
　

歳
未
満
の
児
童
を
扶
養
し
て

２０
い
る
母
ま
た
は
父
で
、
次
の
す
べ

て
の
要
件
を
満
た
す
方

▽
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い

る
か
、
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
要

件
と
同
等
の
所
得
水
準
の
方

▽
修
業
年
限
が
１
年
以
上
の
養
成

機
関
に
お
い
て
、
対
象
資
格
の
取

得
が
見
込
ま
れ
る
方

▽
就
業
ま
た
は
育
児
と
修
業
の
両

立
が
困
難
な
状
況
に
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
方

▽
過
去
に
本
給
付
金
の
支
給
を
受

け
て
い
な
い
方

【
ひ
と
り
親
家
庭
高
等
学
校

　

卒
業
程
度
認
定
試
験
合
格

　

支
援
給
付
金
】

　

ひ
と
り
親
家
庭
の
親
お
よ
び
子

が
、
安
定
し
た
就
業
の
た
め
、
高

等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
の
合

格
を
め
ざ
し
て
講
座
を
受
講
す
る

場
合
、
受
講
費
の
一
部
を
補
助
し

ま
す
。

 
　

歳
未
満
の
子
を
養
育
し
て
い

２０
る
ひ
と
り
親
家
庭
の
親
ま
た
は
子

本
人
で
、
次
の
す
べ
て
の
要
件
を

満
た
す
方

対対

　

ひ
と
り
親
家
庭
の
「
生
活
の

維
持
」
や
「
仕
事
と
家
事
・
育

児
の
両
立
」
な
ど
を
支
援
す
る

た
め
、
次
の
よ
う
な
制
度
が
あ

り
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
活
用
く
だ
さ

い
。

　

①
～
③
は
、　

歳
に
達
し
た

１８

年
度
の
末
日
（
障
が
い
が
あ
る

場
合
は　

歳
未
満
）
ま
で
の
児

２０

童
が
い
る
ひ
と
り
親
家
庭
等
が

対
象
で
、
所
得
や
世
帯
状
況
に

よ
り
制
限
が
あ
り
ま
す
。
④
～

⑥
は
、
事
前
相
談
が
必
要
で

す
。

 
第　

回
定
例
会

１１

（　

月　

日
開
催
）

１１

２４

【
議　

題
】

▽
小
金
井
市
学
校
運
営
協
議
会
に

関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

▽
小
金
井
市
指
定
文
化
財
の
指
定

に
つ
い
て

　

会
議
録
は
、
情
報
公
開
コ
ー
ナ

ー
（
市
役
所
第
二
庁
舎
６
階
）
、

図
書
館
本
館
に
備
え
て
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
も
閲
覧
で
き
ま
す
。

◎
次
回
教
育
委
員
会
の
日
程

 

１
月　

日
（
木
）
午
後
１
時　

２８

３０

分
か
ら 

市
役
所
第
二
庁
舎
８
階

　

会
議
室 

庶
務
課
庶
務
係
（
市

８０１役
所
第
二
庁
舎
７
階
☎　

儿　

儿

０４２

３８７

９
８
７
２
）

時

所
問

▽
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い

る
か
、
ま
た
は
児
童
扶
養
手
当
の

支
給
要
件
と
同
等
の
所
得
水
準
の

方▽
高
等
学
校
を
卒
業
し
て
い
な

い
、
ま
た
は
大
学
入
学
資
格
を
取

得
し
て
い
な
い
方

▽
当
該
講
座
の
受
講
が
就
業
の
た

め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
方

▽
過
去
に
本
給
付
金
の
支
給
を
受

け
て
い
な
い
方

 　

児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い

る
方
等
を
対
象
と
し
、
面
接
に
よ

り
希
望
や
経
験
な
ど
を
伺
っ
た
う

え
で
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
と
連
携
し

て
就
労
を
支
援
し
ま
す
。

 　

母
子
家
庭
等
や
女
性
の
生
活
上

の
問
題
、
経
済
上
の
問
題
な
ど
、

各
種
の
相
談
に
母
子
・
父
子
自
立

支
援
員
が
応
じ
ま
す
。

 　

ひ
と
り
親
家
庭
で
養
育
費
の
取

り
決
め
を
行
う
に
あ
た
り
、
公
正

証
書
等
作
成
経
費
お
よ
び
保
証
会

社
と
の
養
育
費
保
証
契
約
締
結
経

費
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
５
万
円

を
上
限
に
補
助
し
ま
す
。

　

詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

  

①
～
③
＝
子
育
て
支
援
課
手
当

助
成
係
（
☎　

儿　

儿
９
８
３

０４２

３８７

９
）
、
④
～
⑨
＝
子
育
て
支
援
課

子
育
て
支
援
係
（
☎　

儿　

儿
９

０４２

３８７

８
３
６
） 就

労
支
援

⑦
ひ
と
り
親
家
庭
等

支
援

⑧
市
養
育
費
確
保

支
援
事
業
補
助
金

⑨◆
◆　
共共　

通通　
◆
◆

問

　

新
規
開
設
・
認
可
移
行
施
設
を

含
め
、二
次
募
集
を
開
始
し
ま
す
。

■
新
規
開
設
・
移
行
施
設
▽
コ
コ

フ
ァ
ン
・
ナ
ー
サ
リ
ー
東
小
金
井

（
緑
町
１
儿
２
儿　

）▽
（
仮
称
）

３９

十
八
コ
ス
モ
保
育
園
（
梶
野
町
５

儿　

儿　

）

１０

２９

※
い
ず
れ
も
４
月
１
日
開
設
・
移

行
予
定

■
受
入
予
定
人
数
２
月　

日
か
ら

１５

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
ま
す

※
利
用
希
望
者
が
保
育
施
設
等
の

受
け
入
れ
予
定
人
数
を
超
え
た
と

き
は
、
一
定
の
基
準
に
従
い
、
入

所
指
数
等
の
高
い
児
童
か
ら
順
次

利
用
開
始
と
な
り
ま
す

※
０
歳
児
は
、
生
後　

日
目
以
降

５７

か
ら
利
用
対
象
と
な
り
ま
す

■
申
請
基
準
保
育
施
設
等
へ
利
用

申
請
で
き
る
児
童
は
、
そ
の
保
護

者
の
い
ず
れ
も
が
、
一
定
の
要
件

に
よ
り
保
育
に
当
た
る
こ
と
が
で

き
な
い
必
要
が
あ
り
ま
す

※
育
児
休
業
取
得
中
で
、
入
園
が

内
定
し
た
方
は
、
４
月
中
に
育
児

休
業
を
終
了
し
て
も
ら
う
必
要
が

あ
り
ま
す
。
育
児
休
業
取
得
対
象

児
以
外
の
お
子
さ
ん
も
同
様
で
す

■
利
用
料
保
護
者
の
住
民
税
所
得

割
額
（
市
区
町
村
民
税
の
み
）
に

応
じ
て
決
定
し
ま
す

■
申
請
書
等
配
布
保
育
課
、
各
保

育
施
設
等
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

 

必
要
書
類
等
詳
細
は
、
保
育
課

発
行
の
入
所
案
内
ま
た
は
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い

 

２
月
１
日
（
月
）～　

日
（
金
）

２６

（
必
着
）
に
、
郵
送
で
必
要
書
類

一
式
を
保
育
課
へ

※
令
和
２
年
度
の
保
育
施
設
等
利

用
申
請
書
は
、
令
和
３
年
３
月　
３１

日
で
有
効
期
限
が
切
れ
ま
す
の

で
、
令
和
３
年
４
月
以
降
も
引
き

続
き
入
所
を
希
望
す
る
場
合
は
、

受
付
期
間
内
に
申
請
書
を
提
出
し

て
く
だ
さ
い

※
市
外
の
保
育
施
設
等
の
利
用
を

希
望
す
る
場
合
は
、
締
切
日
・
必

要
書
類
等
が
各
市
区
町
村
・
施
設

で
異
な
り
ま
す
の
で
、
確
認
の
う

え
、
早
め
に
保
育
課
へ
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い

 

保
育
課
保
育
係（
〒　

儿
８
５

１８４

０
４
住
所
不
要
・
市
役
所
第
二
庁

舎
３
階
☎　

儿　

儿
９
８
４
６
）

０４２

３８７

他申問

令
和
３
年
度

令
和
３
年
度　

保
育
施
設
等

保
育
施
設
等
のの

利
用
申

　

利
用
申
請請

二
次
募
集
受

　
　

二
次
募
集
受
付付


